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運営規則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 本会の運営を円滑にし、その目的を達成するために、定款に基づき、組織運営な

どに関する規則を定める。 

第２章 会員 

（会員の資格等） 

第２条 会員の資格、入会、退会、休会については、定款第２章に定めるところによるほ

か、会員資格に関する規則、会員資格に関する規程などの諸規定によるものとする。 

（遵守義務） 

第３条 正会員は、定款及び諸規定の定めるところによって適法になされた総会並びに理

事会の決定は、これを遵守し、協力しなければならない。 

第３章 役員等 

（役員等の選任） 

第４条 役員等の選任は、定款第３章に定めるほか「理事及び監事選任に関する規程」に

定める。また、理事長選挙に関する手続は「理事長選挙に関する規程」に定める。 

（役員等の任務（職務）） 

第５条 役員等は、定款第３章に定めるところに従い、次の職務を行う。 

（１）理事長 

①本会を代表し、対外的な発言をし、すべての事業の総括責任をもつ。

②本会の運営を円滑ならしめるため、副理事長、専務理事その他の理事の職務・責任の

分担を決定する。

③公益社団法人日本青年会議所総会及び関東地区協議会・束京ブロック協議会の会員会

議所会議に出席し、本会議所の有する議決権の行使及び意見の発表をする。

（２）副理事長 

①理事長と連絡を密にし、常に本会議所の組織を通じて正会員の運動を育成する。

②専務理事と協議し、本会の運営を円滑ならしめる。

（３）専務理事 本会の庶務、渉外等を総括し、役員との連絡を密にして運営を円滑なら
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しめ、かつ充実を図るため以下の職務を有する。 

①理事長を補佐し、副理事長と協力して、本会の庶務、渉外等についての責任をもつ。 

②総会の管理、理事会の運営を担当する。

③役員及び会員への連絡を担当する。

④会員の管理を担当する。

⑤公益社団法人として必要となる、東京都への事業申請・報告を担当する。

（４）理事 理事会を構成し、理事長の指示のもとに担当する職務に対して、責任と権限  

を有し、本会の運営に積極的に参画する。 

①理事会に出席して意見を述べ、本会全体の運営に積極的に参画する。

②本会の目的達成のために、事業を企画・検討・実施し、かつその成果を確認して報告

書又は議事録等を理事長に提出する。

③理事のうちに財務担当理事を置き、本会資産の管理運用、会計事務の処理、財務に関

する庶務を執行させる。

④専務理事の職を補佐するため、理事のうちに副専務理事を置くことができる。

（５）監事 定款第１８条の定めるところによる。 

（６）直前理事長等 定款第２１条、同２３条第４項の定めるところによる。 

第４章 総会 

（総会の運営） 

第６条 総会の運営については、定款第４章に定めるところによる。 

第５章 理事会 

（理事会の運営） 

第７条 理事会の運営については、定款第５章に定めるところによる。 

（理事会の審議事項） 

第８条 理事会は、定款第３９条第１項の定めるところに従い、次の事項についても審議

する。 

（１）室及び委員会等の編成及び設置・改廃に関する事項 

（２）事務局職員の任免 

（３）本会後援等名義使用に関する事項 

（理事会の傍聴） 

第９条 理事会の傍聴を希望する者は、あらかじめ専務理事に届け出るものとする。 
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（諸会議） 

第１０条 理事長は必要に応じて、連絡会議、諸会議等を適宜開催する。 

２ 専務理事は、必要に応じて連絡会議等を適宜開催する。 

第６章 例会並びに出席 

（例会の開催） 

第１１条 理事長は例会開催日の２週間前までに、その開催を各会員に通知しなけれ  

ばならない。 

２ 例会開催における細目については、例会開催マニュアル等に基づく。 

（例会の担当委員会等） 

第１２条 例会を担当する委員会等は、次条に定める例会の諸事項について、議案を起案

の上、事業計画収支予算書を理事会に提出し、その承認を得るとともに、当該例会の

終了後すみやかに、事業報告・収支決算書を理事会において報告しなければならない。 

（例会） 

第１３条 理事会は、例会につき次の事項を決定する。 

（１）開催の日時及び場所 

（２）本会が負担する金額及び参加者から徴収する参加料 

（３）例会の事業計画と収支予算 

（４）その他、例会の開催に関する重要事項 

２ 理事会は、前項記載の各事項については、例会開催日の２週間前までに決定しなければ

ならない。 

（出 席） 

第１４条 正会員は、例会その他理事長が催す会合に出席しなければならない。 

２ 正会員は、本会の会合には開会時刻を厳守し、服装を正し、会員章（ＪＣバッジ）、

ネームプレートを着用して出席しなければならない。ただし、理事会又は理事長が、別

途の定めをする場合には、その定めに従う。 

３ 本条第１項で定める会合開催日に、理事長の事前の承認を得て、公益社団法人日本青

年会議所の事業、他青年会議所、他団体の事業へ本会を代表して出席した場合、本会の

会合に出席したものとする。 

４ 正会員は、少なくとも６０％以上の例会に出席しなければならない。 

５ 専務理事は、正会員の例会出欠状況を、４月及び９月に理事会に報告しなければなら

4



ない。 

第７章 室及び委員会等 

（室等） 

第１５条 委員会の上位組織として、その性質、内容等に応じて、室等を置くことができ

る。 

２ 室等には、理事長が理事のうちから任命した責任者を置く。 

（委員会等の設置） 

第１６条 委員会等の設置については、定款第５０条第１項の定めるところによる。 

２ 委員会の設置並びに名称は理事会において決定する。 

３ 理事長は諮問の為に、諸会議を開催できる。 

（委員会の任務） 

第１７条 委員会の任務は、本会の目的達成に必要な事業計画の確立と本会の目的達成に

必要な事業の実施の推進母体となることにある。ただし、委員会決議事項を対外的に

実施するときは、委員長が理事会の承認を得なければならない。 

（委員会の開催） 

第１８条 委員会は、毎月１回以上委員長が開催する。この場合、理事長、副理事長、専

務理事その他室等の責任者に、開催を通知することを要する。委員会開催における細

目については、委員会開催マニュアルに基づく。 

（委員会の構成） 

第１９条 委員会には、委員長１名、副委員長１名以上、幹事１名以上、委員若干名を置

く。 

２ 委員は正会員の希望を勘案し、理事会において協議のうえその所属委員会を決定する。 

（委員長、副委員長の任務） 

第２０条 委員長は委員会を代表し、会務を総括する。 

２ 委員長は委員会の会合を招集し、その議長となる。 

３ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。 

４ 副委員長は委員会活動の行事日程、記録等の事務処理を行い、専務理事又は理事長の

指定する者に提出する。 

５ 委員長・副委員長及び委員の任期は、理事会において委員長等が決定された翌年の１
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月１日から１２月３１日までとする。 

（特別委員会等の設置） 

第２１条 理事長は、当年度事業計画に基づき、担当理事を決定し、特別委員会等を設置

することができる。 

２ 特別委員会等の設置及び名称は理事会において決定する。 

（特別委員会等の任務） 

第２２条 特別委員会の任務は公益性のある独自の事業計画の確立及び実施母体となるこ

とにある。ただし、委員会決議事項を対外的に実施するときは、担当理事が理事会の

承認を得なければならない。 

（特別委員会等の構成） 

第２３条 委員会には委員長１名、副委員長１名以上、幹事、委員を置くことができる。 

２ 委員は、委員長が決定し担当理事が理事会に報告する。委員は会員とは限らない。 

（特別委員会等委員長・副委員長の任務） 

第２４条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。 

２ 委員長は、委員会の会合を招集し、その議長となる。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときはその職務を代行する。 

４ 副委員長は、委員会活動の行事日程・記録等の事務処理を行い担当理事に提出する。 

５ 委員長・副委員長及び委員の任期は理事会において決定する。 

（研修会について） 

第２５条 本会は、会員並びに市民の指導力開発に関する研修会を開催することが望まし

い。 

第８章 資産及び事務局の管理 

（資産の管理） 

第２６条 資産の管理は、定款第５７条に定めるほか「会計規程」に定める。 

（事務局及び定款の備付） 

第２７条 事務局の設置等は、定款に定めるほか『庶務規程』に定める。 

２ 事務局又は専務理事は、定款第６８条の定めに従い、文書を常に備付け、整理・保管

にあたる。 
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（事務局長） 

第２８条 事務局を運営するため、理事長は、理事会の承認を得て、事務局長を任免する

ことができる。この場合、理事が事務局長を兼務することを妨げない。 

２ 事務局長は事務局に関することについて、理事長の求めに応じて理事会に出席し発言す

ることができる。ただし、事務局長が理事を兼務する場合を除き、理事会における議

決権を有しない。 

第９章 褒賞 

（褒 賞） 

第２９条 本会は、青年会議所運動の発展と高揚に資するため、その運動に貢献した会員、

室又は委員会等、事業、個人、団体等を褒賞規程により褒賞することができる。 

第１０章 入会金及び会費 

（入会金及び会費） 

第３０条 会員は入会に際し、下記の入会金を支払わなければならない。 

（１）正会員 ３０，０００円 

（２）特別会員 ０円 

（３）賛助会員 ０円 

２ 正会員は、毎年度１月３１日までに下記の年会費を納付しなければならない。 

（１）前事業年度以前に入会した者 １２０，０００円 

（２）当該事業年度に入会した者 ６０，０００円 

３ 賛助会員は、毎年度１月３１日までに下記の賛助会費を納付しなければならない。 

１０，０００円（１口） 但し、口数に制限を設けない。 

（年会費の特例） 

第３１条 その事業年度の途中で入会する正会員の年会費は、１２から入会審議可決の翌

月から同年１２月までの残月数を控除したものに、５，０００円を乗じた金額とする。 

２ 前事業年度以前に入会した正会員の年会費は、以下のとおり分納することができる。 

（１）２分割方式 

指定の書式による分納届けを１月末日までに財務担当理事に提出し、１月未日まで６０，

０００円、６月未日まで６０，０００円を支払う。 

（２）１２分割方式 

指定の書式による分納届けを１月末日までに財務担当理事に提出し、毎月１０，０００
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円を支払う。ただし、この場合、指定金融機関において、指定日に口座自動送金をしてい

る者に限る。 

３ 正会員の特別な理由による退会に際し、間断をあけることなく当該退会者の推薦を受

けた者が入会する場合は、転勤により後任者が入会する場合など退会と入会に密接な関連

性があることを理事会に説明し、その承認を得ることにより、会費の免除を受けることが

できる。ただし、入会に伴う事務経費は実費負担する。 

（会費納入状況の報告） 

第３２条 財務担当理事は、１月３１日現在の会費の納入状況を、２月に、理事会に報告

しなければならない。 

附則 

本規則は、総会の議決を経て、改廃することができる。 

本規則は、１９９０年１２月５日より施行する。なお、２０１６年１２月９日一部改定

において、定款に従い、本規定の名称を変更している。 

１９９１年２月１３日 一部改定 

１９９１年１２月３日 一部改定 

１９９５年９月１３日 一部改定 

１９９７年１２月３日 一部改定 

１９９９年９月１４日 一部改定 

２００１年８月２６日 一部改定 

一部改定 ２００４年１２月８日 

２０１６年１２月９日  一部改定
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会員資格に関する規則 

第1章 入会 

（入会申込み） 

第１条 本会へ入会を希望する者は、所定の入会申込書に定める事項を記載し、希望者本

人の証明写真２枚および住民票１通を添付し、理事長が指名した担当理事に提出するも

のとする。 

２ 入会申込者は、理事会で入会が承認された時に満２０歳以上かつ入会した年の１２月

３１日に４０歳未満であること要する。ただし、すでに他の青年会議所の正会員（休会

中を含む。）であって、本会議所に移籍により入会申込みをした入会申込者については

この限りではない。 

３ 前項ただし書きの入会申込者は、入会申込書に所属青年会議所理事長による申込者本

人の出席、活動状況を具体的に記入した推薦状を添付することを要する。 

（入会申込後承認前の手続き） 

第２条 入会申込書の提出を受けた担当理事は、会員資格に関する規程に定める手続きを

経た上、所見とともに、直近に開かれる担当委員会に付議するものとする。 

２ 所定の入会申込書が提出された場合、理事長又は理事長が指名した財務担当理事は、

速やかに定款第９条に定める入会金を請求しなければならない。 

３ 所定の入会申込書を提出した者は、速やかに定款第９条に定める入会金に相当する金

額を支払わなければならない。ただし、入会が承認されなかった場合、本会議所はこれ

を速やかに返還するものとする。 

４ 本条第１項の担当理事は、理事会で入会が承認された者に対して、直ちに入会が承認

された旨を通知しなければならない。 

（入会承認後の手続き） 

第３条 入会申込者は、理事会で入会が承認された時に本会の正会員としての資格を取得

するものとする。ただし、理事会が、資格取得時を指定したときは、指定された資格取

得時に正会員としての資格を取得するものとする。 

２ 理事長又は理事長が指名した財務担当理事は、理事会において入会が承認された者が正

会員としての資格を取得した後、速やかに定款第９条に定める年会費を請求しなければ

ならない。 

３ 正会員としての資格を取得した者は、前項の請求をされた日が属する月の翌月末まで

に、年会費を支払わなければならない。 
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第２章 退会及び除名 

（会費等の納入義務に違反した会員に関する手続き） 

第４条 定款第９条に定める会費等の納入義務に違反した会員に対しては、総会の決議に

よって除名することができる。ただし、上記の決議を行うまでに、次の手続きを行わな

ければならない。 

（１）財務担当理事は会費等納入期日後で直近に開かれる理事会に、会費等未納の会員を

報告しなければならない。 

（２）理事会は前号の当該会員に直ちに文書で会費等納入の督促を行わなければならない。 

（３）次回開催の理事会において財務担当理事は、その結果を報告すると同時に滞納会員

に対し再度督促を行う。 

（４）前２回の督促にもかかわらず、なお滞納している会員に対しては２ヵ月間の納入期

限を定め、第３回目の督促にあわせて除名の警告をしなければならない。 

（５）上記第２号から第４号までに規定する督促を行ったにもかかわらず、会費等を納入

しない会員に対しては定款第１２条の会員の除名に関する規定を適用できる。 

（６）本条による督促は、会員名簿記載の住所にあてて発することをもって足りる。 

（年間出席率が極めて低い正会員に対する退会勧告） 

第５条 例会および委員会の年間出席率が極めて低い正会員に対しては、理事会の決議に

より退会勧告をすることができる。 

（委員会における出欠状況報告） 

第６条 専務理事は、会員の委員会における出欠状況を、４月及び９月に理事会に報告し

なければならない。 

（他の青年会議所の正会員を兼ねている者に対する退会勧告） 

第７条 理事会は他の青年会議所の正会員を兼ねている正会員に対しては、事情を調査の

上、退会を勧告することができる。 

第３章 特別会員 

（資格取得） 

第８条 正会員で、満４０歳に達することによってその年の１２月３１日をもって資格を

失った者は、所定の入会金を納入することにより、特別会員の資格を取得する。 

２ 特別会員の資格は終身とする。 
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第４章 賛助会員 

（入会申込み） 

第１０条 本会の賛助会員となろうとする者は、正会員又は特別会員１名の推薦を得て所

定の入会申込書を本会に提出するものとする。ただし、特別会員である者は、推薦を得

ることを要しない。 

２ 理事長は資格審査について担当理事を指定する。 

（資格審査） 

第１１条 担当理事は入会申込のあった者について、本会の目的に賛同し、その事業に協

力しあるいは本会の発展を賛助しようとするかを審査したうえ、入会承認の可否を直近

の理事会に付議する。 

２ 理事会から入会を承認された賛助会員は、所定の入会金及び賛助会費を支払った日か

ら賛助会員となるものとする。 

（賛助会費） 

第１２条 賛助会費は、１口以上とする。 

２ 賛助会員となろうとする者は理事会の入会承認のあった日から、１か月以内に賛助会

費を支払わなければならない。 

３ 毎年１月１日に賛助会員としての資格を有する者は、理事長の指定する期日までに所

定の年会費を支払わなければならない。 

４ 賛助会員の入会金及び年会費等の額の設定・変更については、総会の議決によりこれ

を定める。 

（賛助会員の権利） 

第１３条 賛助会員又はその指名する者（個人は1口につき特定者１名、団体又は法人は不

特定者１名とし、それぞれ、住所、氏名及び賛助会員との関係を予め届出ておくこと。

変更の場合もまた同じ。）は理事会が指定する例会、事業に出席又は参加することがで

きる。ただし、理事会は、その事業年度内において、指定をする権限の全部又は一部を

理事長に委任することができる。 

２ 本会は、入会後直近の本会が発行する発行物に、無料で賛助会員の住所、法人名、団

体名又は氏名等を１回掲載する。 

３ 本会は、賛助会員又はその指名する者に対し、本会が発行する発行物を配布する。 

４ 賛助会員は本会の正会員としての権利を有さない。 

第１４条 退会を希望する賛助会員は所定の退会届けを理事長に提出する。 
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２ 年会費を第１２条第２項および第３項の所定の期日までに納入しなかった賛助会員は、

督促後なお６カ月以上納入しなかったときは、賛助会員の資格を喪失する。 

第５章 補則 

（規程） 

第１５条 この規則の施行に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会員資格に関す

る規程にこれを定めるものとする。 

附則 

本規則は、２０１７年１月１日から施行する。 

本規則は、１９９０年１２月５日より施行する。なお、２０１７年１月１日一部改定にお

いて、定款に従い、本規定の名称を変更している。 

１９９１年２月１３日 一部改定 

１９９５年９月２８日 一部改定 

１９９７年１２月３日 一部改定 

２００４年１２月８日 一部改定 

２０１７年１月１日 一部改定 
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会員資格に関する規程

第１章 入会審査

（推薦者）

第１条 入会申込者が入会審査を受けるには、正会員２名が推薦者となることを要

する。

２ 推薦者のうち１名は、入会申込者と同一勤務先でないことを要する。

（推薦者の責任）

第２条 入会申込者を推薦した正会員は、当該入会申込者の入会年度及び翌事業年

度、当該入会申込者の各種会合への出席ならびに入会申込者の出処進退につき

責任を負うものとする。なお、入会申込者を推薦しようとする正会員は品格あ

る青年の推薦に努め、かつ当該入会申込者に青年会議所の主旨と活動を理解せ

しめなければならない。

（オリエンテーションの受講）

第３条 入会申込者は、オリエンテーションとして、理事長又は理事長から指定さ

れた者から面談の方式で、以下の内容を含む本会の概要について説明を受ける

ことを要する。

（１）本会の目的

（２）本会の活動内容

（３）本会の会員資格

（４）本会の入会金、年会費の金額、それぞれの支払時期

（５）その他必要と思われる事項

（オブザーバーとしての例会出席）

第４条 入会申込者は、入会審査時から遡ること６か月以内に、本会の例会にオブ

ザーバーとして出席していることを要する。なお、この場合、実費を徴収され

ることがある。

（入会審査）

第５条 入会審査にあたる委員会（以下この章において担当委員会という）は入会

申込書を受け取った後、次の事項を審査しなければならない。

（１）推薦の理由

（２）推薦者の第２条の責任の承諾

（３）過去において本会に入会を拒否された事実の有無

（４）入会申込者の年令、住所、職業、経歴、趣味、他の団体所属の有無、他の

青年会議所所属の有無

（５）オリエンテーション実施の有無

13



（６）オブザーバーとして、入会審査時から遡ること６か月以内に、本会の例会

に出席したことの有無

（７）定款第９条に定める入会金の支払日又は支払予定日

（８）正会員として充分な活動ができるかどうか

（９）その他正会員としての適格性

（不適格事項）

第６条 担当委員会は入会申込者が下記のいずれかに該当する場合は、入会できな

い理由をそえて、本人に通知するものとする。

（１）推薦者の資格が第１条に反するとき

（２）会員資格に関する規則第１条に反して入会申込がなされているとき

（３）定款第１１条の規定に基づき、本会の会員資格を喪失したことがあるとき

（ただし、同条１項（６）の事由に該当して会員資格を喪失した場合で、本

会議所に対する未履行債務を完済したときを除く）

（４）オリエンテーションを受けていないとき

（５）入会審査時から遡ること6か月以内に、本会の例会に、オブザーバーとして
出席していないとき

（６）正当な理由がなく、入会申込書提出日から３ヶ月以内に、理事会において

入会の承認を受けられないとき

（７）その他正会員として不適格であると認められるとき

（理事会の審議）

第７条 担当委員会は第５条の審査終了後、担当委員会の所見を入会申込書ととも

に文書で直近に開かれる理事会に付議しなければならない。ただし定款第9条に
定める入会金の支払が確認できない場合は、３か月を限度として理事会の付議

を遅らせるものとし、なお確認できなかった場合は第６条（６）を準用し、入

会不適格として入会申込を無効とする。

２ 理事会は入会審査については、担当委員会の審査結果をできる限り尊重する。

第２章 休会・復会・退会

（休会の申し出）

第８条 会員は下記のいずれかに該当するときは、休会を申し出ることができる。

ただし、会員が満４０歳になる年度については、休会することが出来ない。

（１）国外に旅行又は駐在し、３カ月以上の長期にわたって会員として活動できな

いと思われるとき

（２）療養生活のため、３カ月以上の長期にわたって会員として活動できないと思

われるとき

（３）東京都内に居住又は勤務していないとき

（４）その他やむを得ない事情により長期間各種事業、会議に出席できな いとき
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（休会手続き）

第９条 休会を希望する者は、下記事項を記入して休会願いに記入捺印のうえ、当

該年度会費及び臨時に徴収する会費（以下「会費等」という）の領収書の写し

を添付して、理事長に提出することを要する

（１）申出人の氏名および住所

（２）提出年月日

（３）休会を必要とする理由

（４）休会を必要とする期間

（５）休会中の連絡先

（代理人による休会申し出）

第１０条 休会の申し出は代理人によってもこれをなし得る。ただし、代理人は正

会員たることを要し、代理人は委任状により代理権を証明することを要する。

（理事会の審議）

第１１条 理事長又は理事長が指名した担当理事は休会願いの提出があったときは、

第９条の要件を満たすか否かを調査したうえ、これを理事会に付議する。理事

会において休会の申し出を理由ありと認めたときは休会を承認し、申出人はそ

の翌日から承認された期聞、休会中の会員となる。

（通知）

第１２条 理事会が休会を承認したときは、理事長又は理事長が指名した担当理事

は、直ちに会員名簿にその旨を記入すると共に、申出人に通知することを要す

る。

２ 休会期間中における会員に対する通知は、会員名簿記載の住所に宛てて発する

ことをもって足りる。

（休会中の権利義務）

第１３条 休会中の正会員は出席の義務は停止される。

（休会期間およびその延長）

第１４条 会員が満４０歳となる年度については、休会を延長することができない。

休会中の会員が満３９歳となった年度の終了をもって休会期間の満了とする。

２ 休会期間は年度ごとを基礎とし、最長３年度までの期間を申請できる。９月１

日以降、休会を申し込む場合は、休会期間については、翌年の１月１日の申し

込みとして扱う。

３ 休会中の会員で休会期間の延長を希望する者は、期間満了年の１０月末までに,
休会期間延長願いを理事長に提出しなければならない。

４ 前項の休会期間延長願いが提出されたときは、理事長又は理事長の指名する担

当理事は申出人から口頭又は書面にてその理由を聴取することができる。延長
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願いに関するその他の手続きについては、本規程第９条の規程を準用する。

５ 休会期間の延長は、特段の事情があり、理事会が承認した場合は２年度までと

する。

（復会の手続き）

第１５条 休会中の会員が復会しようとするときは、下記の要件を記入した復会届

を理事長又は理事長の指名する担当理事に提出しなければならない。

（１）申出人の氏名および住所

（２）提出年月日

（３）休会の事由が止んだこと

（復会の承認）

第１６条 理事長又は理事長が指名する担当理事は、復会届が提出されたときは、

速やかに理事会に報告し、その承認を得たうえで会員名簿にその旨を記入しな

ければならない。

２ 理事会で復会が承認されたとき、前条の復会届を提出した日に復会したものと

し、復会者には正会員としての義務が発生する。

（所属委員会）

第１７条 理事会は、休会会員の復会を承認したとき、すみやかに復会者の所属委

員会を決定する。ただし、理事会は、理事長に一任することができるものとす

る。

（退会の手続き）

第１８条 退会を希望する者は、下記事項を記入して退会願いを提出し、当該年度

会費等領奴書の写しを添付して、理事長に提出すること。

（１）申出人の氏名および住所

（２）提出年月目

（退会者の会費等）

第１９条 退会者は、年度のいかなる時期に退会しても、その当該年度の会費等を

納入しなければならず、又すでに納入した会費等の返還を請求することはでき

ない。

附則 

本規程は、２０１７年１月１日から施行する。 

本規則は、１９９０年１２月５日より施行する。なお、２０１７年１月１日一部改

定において、定款に従い、本規定の名称を変更している。 

１９９１年１２月３日 一部改定 

１９９７年１２月３日 一部改定
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１９９９年９月１４日 一部改定 

２０１７年１月１日  一部改定
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会計処理規程 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は公益社団法人調布青年会議所の会計処理に関する基準を定め、会計業務を適正か

つ迅速に処理し、本会議所の財産及び経営状況を明らかにして能率的な運営と公益活動の向

上を計ることを目的とする。 

（適用範囲） 

第２条 本会議所の会計に関する事項は、定款に定めるものの他は、この規程によるものとする。 

（会計処理の原則） 

第３条 会計処理の手続及び原則は、公益法人会計基準に基づくものとする。 

（会計年度） 

第４条 会計年度は、定款に定める会計年度にしたがい、１月１日に始まり１２月３１日に終わるも

のとする。 

（会計の区分） 

第５条 会計の区分は法令の定めにより必要とされる場合は、会計区分を設けるものとする。 

（会計責任者） 

第６条 会計責任者は財務担当理事とし、会計業務を統括する。 

第２章 勘定科目及び会計帳簿 

（勘定科目） 

第７条 本会議所の会計において使用する勘定科目のうち、大科目及び中科目については原則として

公益法人会計基準別表により、必要に応じて適応設定するものとする。 

２ 小科目については必要に応じて設定するものとする。 

（会計処理） 

第８条 すべての会計処理は、証憑書類によって事実を証明し、会計伝票に基づいて記帳しなければ

ならない。 

（会計帳簿） 

第９条 会計帳簿は次の通りとする。 

（１）主要簿 

ア．仕訳帳

イ．総勘定元帳

（２）補助簿 

ア．現金出納帳（小口現金を含む）

イ．預金出納帳

ウ．その他必要な補助簿

（帳簿の照合） 
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第１０条 帳簿は、毎月末日における帳簿と預金残高相互の金額と照合し、誤りがないことを確認しなくては
ならない。

（帳簿の更新） 

第１１条 会計帳簿は毎会計年度ごとに更新する。 

（保存期間） 

第１２条 会計に関する帳簿、伝票及び書類の保存期間は、次のとおりとする。 

（１）財務諸表、財産目録、附属明細書    永久 

（２）会計帳簿  １０年 

（３）証憑書類  １０年 

（４）その他の書類    ５年 

２ 前項の保存期間は、事業年度終了の時から起算するものとする。 

３ 帳簿等を処分に付する場合は、事前に会計責任者の指示又は承認によって行う。 

第３章 金銭出納 

（金銭の範囲） 

第１３条 この規程において、金銭とは現金及び預貯金をいい、現金とは通貨の他、随時に通貨と引

換えることができる小切手、証書等をいう。 

（出納責任者） 

第１４条 会計責任者は、金銭の出納、保管について、出納責任者を置くことができる。 

第４章 資産 

（固定資産の範囲） 

第１５条 この規程において固定資産とは、耐用年数１年以上で、かつ、取得価額３０万円以上の有

形固定資産及びその他の固定資産をいう。 

（固定資産の取得） 

第１６条 固定資産の取得は、予算に定めるもの以外は、理事会の承認を得て行うものとする。 

（固定資産の取得価額） 

第１７条 固定資産の帳簿価額は取得価額による。ただし、贈与により取得した資産は、その資産の

公正な取引に基づく取得時の価額により、また交換によるものは、交換に対して提供した資

産の帳簿価額によるものとする。 

（固定資産の管理責任者） 

第１８条 固定資産の管理責任者は、会計責任者とし、固定資産の管理及び事務を行う。 

（固定資産の管理） 

第１９条 会計責任者は固定資産台帳を備え、固定資産の保全状況及び異動について記録を行うとと

もに、その異動、毀損、滅失のあった場合は理事長に報告しなければならない。 
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（登記及び担保） 

第２０条 固定資産のうち、不動産登記を必要とする場合は登記を行い、損害を受けるおそれのある

固定資産は適正額の損害保険を付さなければならない。 

（減価償却） 

第２１条 有形固定資産のうち土地及び建設仮勘定を除き、各会計年度、定額法により減価償却を実

施するものとする。 

（改良及び修繕） 

第２２条 有形固定資産の使用可能年数を延長する部分、又はその価額を増加せしめる部分に対応す

る支出額は、その資産の価額に加算する。 

（固定資産の除却及び売却） 

第２３条 固定資産の除却、売却等処分にあたっては、予算に定めるもの以外は、理事会の承認を得

なければならない。 

（その他資産の管理及び運用） 

第２４条 本会議所の固定資産以外の資産の管理は会計責任者が行う。 

２ 固定資産の管理責任者は、常に良好な状態において管理し、各事業年度１回以上固定資産

台帳と現物を照合し、差異があるときは、理事長の承認を経て帳簿の整理を行わなければな

らない。 

第５章 予算 

（予算の目的） 

第２５条 予算は各会計年度の事業計画に基づいて編成し、事業の円滑な遂行を図ることを目的とす

る。 

（予算の編成） 

第２６条 理事長は事業計画に基づき、予算案を作成しなくてはならない。 

２ 予算は次の各号について作成するものとする。 

（１）一般会計 

（２）特別会計 

（予算の承認） 

第２７条 予算案は理事会の承認を得なければならない。 

２ 予算の決定は総会の承認による。 

（予算の執行） 

第２８条 会計責任者は予算の執行状況を毎月理事長に報告しなければならない。 

２ 予算の執行にあたって中科目、小科目相互間の予算の流用は、理事会の承認を得なければ

ならない。 

３ 大科目相互間の予算の流用は、理事会の決議を経て総会の承認を得なければならない。 

４ 予備費の使用は理事会の承認を得なければならない。 

（予算の補正） 

第２９条 予算の補正を必要とする場合には、理事長は補正予算を作成し、理事会を経て総会の承認
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を得なければならない。 

第６章 決算 

（決算の目的） 

第３０条 決算は、一定期間の会計記録を整理集計し、その収支の結果を予算と比較して、その収支

状況及び会計年度末の財産状況を明らかにすることを目的とする。 

（決算関係書類の作成） 

第３１条 会計責任者は、会計年度終了後速やかに決算手続に入り、決算関係書類を作成して当該年

度の理事長に提出する。 

第７章 監査 

（目的） 

第３２条 監査は、理事・役員等の業務の執行状況及び財産の状況を監査し、不正、誤り、脱漏を防

止することにより、法人業務の適正化を図ることを目的とする。 

（監事の職務） 

第３３条 監事は前項の目的を達成するために、定期的に監査を行わなければならない。 

（監査計画） 

第３４条 監事が監査を行うに当たっては、あらかじめ監査計画を立て、実施するものとする。 

（監査報告書） 

第３５条 監事は会計監査の終了後、結果を監査報告書に明記し、速やかにそれを理事長に提出しな

ければならない。 

附則 

この規程の改廃は理事会の決議を経て行うものとする。
この規程は平成３１年１月１日より施行する。

２０２３年０８月２４日一部改定

２ 預貯金については、決算月末日に預貯金を証明できる書類により、その残高と帳簿残高を
照合しなければならない。

３ 決算関係書類は理事会の決議を経て、総会においてその承認を得なければならない。
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理事長選挙に関する規程 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 公益社団法人調布青年会議所（以下本会議所という）の運営を円滑にし、その目

的を達成するために公益社団法人調布青年会議所定款に基づき、本会議所理事長

選挙に関する規程を定める。役員等の選任については、別に「理事及び監事選任

に関する規程」に定める。 

第２章 理事長選挙管理委員会 

（理事長選挙管理委員会） 

第２条 本会議所理事長の選挙に関する事務を管理するため、理事長選挙管理委員会（以

下管理委員会という）を置く。 

（定員） 

第３条 管理委員会の定員は５名とし、原則毎年５月末日までに理事長が正会員の中より

指名し、理事会の承認を得るものとする。但し、５名の内１名は監事を指名する

ものとする。 

２ 管理委員会委員に欠員が生じた場合は、理事長は原則として前項と同様の手続き

をして、正会員の中から補充する。 

（委員長と副委員長） 

第４条 管理委員会は、互選により委員長と副委員長を１名ずつ定める。 

２ 委員長は、委員会の会務を統括し、委員会を代表して理事会に出席し、選挙に関

する事項につき報告及び意見を述べることができる。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。 

（委員会議決） 

第５条 管理委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長がこれ

を決する。 

（任期） 

第６条 管理委員会委員の任期は７か月以内とし、任期終了までに選挙事務処理が終わら

ない場合には、事務処理完了期まで任期を延長することができる。但し、この場

合、理事会の承認を必要とする。 

（報告） 
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第７条 管理委員会は、選挙事務処理が完了したときは、理事長に報告書しなければなら

ない。 

（管理委員会細則） 

第８条 この規程に定めるもののほか、理事長選挙に関する必要な事項は、理事会の承認

により管理委員会において別に定める。 

第３章 告示 

（告示） 

第９条 理事長選挙に関する告示は、すべて管理委員会委員長の名をもって、文書により

通知する。 

第４章 選挙権及び被選挙権 

（選挙権） 

第１０条 本会議所の正会員であって、当該年の１月１日から当該年の選挙人名簿確定日

までに引き続き正会員たる資格を有し、且つ運営規則第３０条、３１条の所定

の期日までに会費を納入したものは、各自１個の理事長の選挙権を有する。た

だし、休会中の会員および当該年に復会した会員は除く。 

（被選挙権） 

第１１条 本会議所の正会員であって、当該年の１月１日から当該年の選挙人名簿確定日

までに引き続き正会員たる資格を有し、且つ運営規則第３０条、３１条の所定

の期日までに会費を納入したものは、各自１個の理事長の被選挙権を有する。

ただし、休会中の会員および当該年に復会した会員は除く。 

第５章 選挙人名簿 

（選挙人名簿の確定） 

第１２条 選挙人名簿は、毎年６月１日付けをもって、管理委員会において確定する。 

（閲覧） 

第１３条 本会議所は、選挙人名簿を事務局において、随時関係者の閲覧に供する。 

（再確定） 

第１４条 天災地変その他事故によって必要あるときは、さらに選挙人名簿を確定する。 

（異議申立て） 
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第１５条 選挙人名簿に異議のある正会員は、６月１０日までに管理委員会に対し異議の

申立てを行うことができる。 

２ 管理委員会は、前項の申立てを受けたときは、すみやかにこれを審議し、裁定

結果を６月１５日までに会員に通知しなければならない。 

３ 異議の申立てのない場合は６月１０日の経過をもって、異議の申立てのなされ

た場合は前項の通知をもって、選挙人名簿は確定するものとする。 

第６章 理事長候補者 

（理事長候補者と推薦者） 

第１６条 被選挙権者が候補者となる場合は、選挙権を有する１０名の正会員の推薦を得

て、理事長候補者となることができる。 

２ 候補者推薦者は、管理委員会が定める書式により、次の書類を６月１０日（事

務局休日の場合は翌稼働日）より６月１５日（事務局休日の場合は翌稼働日）

までの間に提出しなければならない。 

（１）理事長候補者の氏名、経歴及び青年会議所における履歴書 

（２）候補者に対する立候補承認書 

（３）候補者の青年会議所に対する意見書 

（但し、その内容については管理委員会においてこれを指定する） 

（候補者の資格審査及び告示） 

第１７条 前条の書類を受理した管理委員会は、６月２０日（事務局休日の場合は翌稼働

日）までに資格審査を行い、その資格を有することを確認しなければならない。 

２ 管理委員会は資格を有することが認められた候補者については、前条第２項第

１号及び第３号の記載内容と共にその氏名を、直ちに正会員に告示しなければ

ならない。 

（理事会推薦による候補者） 

第１８条 ６月１５日（事務局休日の場合は翌稼働日）までに候補者の届け出がないとき

は、理事会が、１名の候補者を６月２０日までに推薦する。 

２ 理事会は、推薦した候補者本人の承諾を得て、直ちにその旨を管理委員会に届

け出なければならない。 

３ 理事会の推薦を受けた候補者は、６月２５日（事務局休日の場合は翌稼働日）

までに第１６条に規定された書類を管理委員会に提出しなければならない。 

第７章 選挙運動 

（期間） 

第１９条 選挙運動期間は６月２０日より６月３０日までの範囲内で管理委員会が指定す

る期間とし、期間外の運動は一切これを行ってはならない。 
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（印刷物） 

第２０条 選挙運動に使用できるものは、管理委員会において指定する形の印刷物のみと

する。 

（演説と意見交換） 

第２１条 候補者は、所信演説及び有権者との意見交換を行うものとし、その日時・場所

並びに方法については、管理委員会がこれを指定する。 

（選挙運動） 

第２２条 候補者並びにこれを支持する有権者は、公益社団法人調布青年会議所の目的に

則り、名誉を重んじ節度ある選挙運動に努め、本規程に定められた選挙運動以

外の行為は一切これを行ってはならない。 

第８章 投票及び開票 

（投票） 

第２３条 投票は、管理委員会所定の用紙を用い、毎年６月末日、本会議所において行う

ことを原則とする。 

２ 投票日及び投票場所は、管理委員会がこれを告示する。 

（代理投票） 

第２４条 有権者は、他の有権者を代理人として投票を行うことができる。但し、白紙委

任状は認められない。 

２ 前項の代理人は、その代理権を証する書面を、投票を行う前に管理委員会に提

出しなければならない。 

（選挙違反） 

第２５条 有権者は、第１９条から第２２条の規定に基づき、明らかに違反するものと思

われる事実については、管理委員会に文書で申立てを行うことができる。 

２ 管理委員会は、申立ての事実関係を調査のうえ、その事実関係を調査のうえ、

その事実を判断し、必要な場合は、理事長に理事会の招集を要請することがで

きる。 

（資格喪失） 

第２６条 理事会は、候補者が第１９条から第２２条の規定に違反するものと認定した場

合は、その候補者資格を喪失させるものとする。但し、その議決は当該候補者

に弁明の機会を与えたうえ、出席構成員の３分の２以上の多数をもってこれを

決する。 
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第９章 当選人 

（理事長当選者） 

第２７条 有効投票の最多数を得た者が、理事長当選者となる。但し、最多得票者が有効

投票数の過半数を得ない場合には、次点者と決戦投票を行う。また、次点者が

複数の場合には、次点者同士決戦投票を行い、次点者１名を決める。 

（無投票当選） 

第２８条 第１６条に規定する６月１５日までの立候補者が１名のみの場合、もしくは第

１８条の理事会推薦による候補者の場合は、第１７条による資格審査のうえ、

投票を行わずに当該者が当選者となる。 

（告示と総会報告） 

第２９条 当選人が確定したときは、管理委員会は、直ちにその旨並びに当選人氏名を告

示し、且つ総会に報告しなければならない。 

（事故及び当選無効） 

第３０条 当選人決定後１２月３１日までの間に、当選人事故につき理事長に就任するこ

とができなくなった場合、もしくは次条に規定する当選無効となった場合には、

第１８条及び２９条を準用する。 

第１０章 当選の無効 

（当選無効） 

第３１条 当選人及びその推薦人がその選挙に関して本規程に違反したときは、総会の議

決を経てその当選を無効とする。 

附則 

本規程は、理事会の議決を経て改廃することができる。 

本規程は、１９９０年１２月５日より施行する。 

１９９１年１２月３日一部改定 

１９９７年１２月３日一部改定 

１９９８年１２月１０日一部改定 

２０１９年１月１日一部改定 

２０２０年３月２６日一部改定
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諸謝金に関する規程 

（目的） 

第１条 公益社団法人調布青年会議所（以下、本会議所という。）が行う事業、活動にか

かる対象者に支払う諸謝金について、基準を定めることを目的とする。

（基準） 

第２条 金額の基準について、対象者一人（一法人）あたり金１０万円以内を基準とし、

不当に高額とならないようしなくてはならない。なお、対象者の社会的知名度・
社会的相場に照らし、妥当と認められるときは、理事会の決議をもって基準額
を超えた支出を行うことができる。

２ 本会議所の特別会員、賛助会員が対象者となる場合、原則無償とする。ただし、
諸謝金を支払うことが相当と認められる場合は、理事会の決議をもって諸謝金を
支払うことができる。

（委任） 

第３条 その他、本規程の施行に関し必要な事項は、理事会の決議をもって別に定めるこ

とができる。 

附則 

この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。

本規定は平成３１年１月１日から施行する

２０２３年０８月２４日一部改定 
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印章規程

（目的）

第１条 この規程は、公益社団法人調布青年会議所において使用する印章の作成、保管及び使用

について、必要な事項を定めることを目的とする。

（定義及び種類） 
第２条 印章とは、業務上作成された文書及び銀行等金融機関との取引に使用される印で、その

印を押すことにより当該文書及び取引が真正なものであることを確認することを目的と

し、次の各号の印を総称する。 
①．理事長実印（「代表理事の印」として所轄法務局に印鑑登録済の印）

②．理事長丸印（金融機関への届出印）

③．理事長角印（理事長名による文書印、出版物の請求書等の印）

④．その他第５条の登録を経た印章

（印影）
第３条 別紙印章台帳（以下「台帳」という）に押印されたものとする。 

（作成等）

第４条 印章の作成、改印及び廃止の必要が生じた場合は、理事長の承認を要するものとする。

（印章制定）

第５条 第２条④に基づく新たな印章を制定する必要を生じたときは、当該印章の台帳を作成し、

理事長は理事会にて報告しなければならない。 

（保管）

第６条 第２条で規定する印章を保管する者（以下「印章保管責任者」という。）は、専務理事と

する。 
２ 印章保管責任者は、印章が不正に使用されることがないよう、これを適正、厳格に保管

しなければならない。 
３ 印章保管責任者が、必要と認めるときは台帳にて印章取扱者を指定することができる。

（使用） 
第７条 印章の押印を受けようとする者は、当該文書を印章保管責任者又は印章取扱者に提出し、

その押印を請求するものとする。 
２ 理事長実印及び理事長角印の使用に際しては、押印した当該文書の写しを保管し、その

使途を明らかにしておかなければならない。

（事故報告） 
第８条 第２条に規定する印章について、盗難、紛失等の事故があったときは、印章保管責任者

は、直ちに当該印章の種類、事故の内容、その他必要な事項を理事長に報告しなければ

ならない。

附則

この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。 
この規程は、平成３１年１月１日から施行する。 
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別紙

（印章簿様式）

（印    影） 

印 影 の 名 称 

印 材 

寸 法 ミリメートル平方

作成・改刻年月日   年  月  日 

使用開始年月日   年  月  日 

廃 止 年 月 日   年  月  日 

備考 

注意 (1) 用紙は，Ａ４判とし，公印１個につき１枚とすること。 
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褒  賞  規  程

褒  賞  規  程

（目 的）

第１条 本規程は、社団法人調布青年会議所運営規程第３９条に基づき、

青年会議所運動の発展と高揚に資するため、その運動に貢献した個人及

びグループの褒賞に関する手続きを定める。

（褒賞委員会）

第２条   前条の目的を達するために、理事長は、正会員の中から指名によ
り褒賞委員会（以下、担当委員会という）を結成し、理事会の承認を得

る。

２   担当委員会の定員は５名とし、互選により１名の委員長を定める。

（申請及び推薦）

第３条

（１）担当委員会は、褒賞申請書の提出期日を決定し、各推薦母体に申請

書の提出を求める。

（２）褒賞の椎薦は、担当委員会の委員以外の理事により行う。

（３）各推薦者は、所定の期日までに申請書を担当委員会に提出しなけれ

ばならない。

（申請書類）

第４条   褒賞の申請には、次の書類を期日までに担当委員会に提出するも
のとする。

（１）申  請  書
（２）褒賞を憂けようとする内容を詳細に説明するに足る書類（企画、経

過、結果等について）

（３）その他写真等の参考資料

（審   査）
第５条

（１）褒賞の対象となる期間は、原則として本事業年度における貢献に対

して行う。但し、必要に応じて本事業年度以前の活動をも考慮するこ

とができる  。
（２）褒賞候補の推薦者は、担当委員会より資料の提出または説明を求め

られた場合、これに応じなければならない。

（３）担当委員会は、提出された申請書を審査し、本規程の第８、９条に
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褒  賞  規  程

規定された褒賞の基準に基づき、各賞の該当者、該当グルーブを決定

する。

（褒賞の発表）

第６条   担当委員会は、褒賞の発表を総会または例会において、具体的に
褒賞理由を説明して行うものとする。

（褒賞の種類）

第７条

（１）褒賞を、最優秀及び優秀に分け、個人及びグル―プ別に与えるもの

とする。

（２）その他、担当委員会が必要と認めた褒賞を与えることができる。

（褒賞の基準   個人）
第８条

（１）最優秀Ｊａｙｃｅｅ賞

本会議所の正会員で、青年会議所運動並びに本会議所に最も顕著な

貢献のあった個人に与える。

（２）優秀Ｊａｙｃｅｅ賞

本会議所の正会員で、青年会議所運動並びに本会議所に顕著な貢献

のあた個人に与える。

（３）最優秀新人賞

本会議所の正会員で、青年会議所運動並びに本会議所に最も顕著な

貢献のあった個人に与える。

（４）優秀新人賞

イ 本会議所の新入会員で、青年会議所運動並びに本会議所に顕著な

貢献のあった個人に与える。

ロ 各個人褒賞は、前項の基準に該当し、かつ被褒賞者が本会議所運

営規程第２３条第４号に規定された出席率を有する者に与える。

（褒賞の基準   グループ）
第９条

（１）最優秀グループ賞

本会議所所属の委員会等で、青年会議所運動並びに本会議所に最も

顕者な貢献のあったグループに与える。

（２）優秀グループ賞

本会議所所属の委員会等で、青年会譲所運動並びに本会議所に顕著

な貢献のあったグループに与える。

（褒賞の内容）
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褒  賞  規  程

第１０条

（１）受賞者及ぴ受賞グル―ブには、賞状及び記念品を贈る。

（２）別に、スポンサ―による副賞を付けることができる。

附   則
本規程は、総会の議決を経て改廃することができる。

本規程は１９９０年１２月５日より施行する。

１９９１年１２月３日   一部改定
１９９５年９月２８日   一部改定
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庶  務  規  程

庶  務  規  程

第   １   章 総 則

（目 的）

第１条   社団法人調布青年会議所（以下本会議所という）の運営を円滑に
し、その目的を達成するために社団法人調布青年会議所定款に基づき、

事務局、慶弔、旅費等の庶務に関する規程を定める。

第   ２   章 事   務   局

（業   務）
第２条 事務局は、下記の業務を行う。

１   文書の整理保存
（１）永久保存

イ 定款及び諸規程

ロ 総会資料・議事録・招集通知と出欠等の回答

ハ 理事会資料・議事録・招集通知と出欠等の回答

ニ 官公署関係資料

ホ 登記・契約書類

へ 会員台帳及び会員名簿

ト 本会議所会報

チ 人事記録（役員名簿、就任承諾書及ぴ履歴書）

リ 資産台帳及び備品台帳

ヌ 事業報告書・各年度末財産目録と決算書

ル 事業計画書及び収支予算書

（２）５年保存

イ 会計諸帳簿（法令で定める保存期間がこれを超えるものについて

は、その定めによる。）

ロ 本会議所内部の文書綴り

ハ 委員会議事録（室及び特別委員会）

ニ 青年会議所関係出向者報告

（３）１年保存

イ 社団法人日本青年会議所及び他青年会議所関係書類

ロ 事務局・庶務関係書類
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庶  務  規  程

ハ 上記（１）（２）に属さない文書・帳簿

２   本会議所財産の保管  

３   その他、定款並びに諸規程に指定され、また理事会で決定される業務

第   ３   章 慶 弔

（基   準）
第３条   正会員の慶弔に関しては、次の基準により慶弔全もしくは記念品
を贈る。

（１）正会員の結婚   １０，０００円
（２）正会員の子女誕生（第１子に限る）   ５，０００円
（３）正会員の死亡   ２０，０００円と供花
（４）正会員の配偶者の死亡   ２０，０００円と供花  

（５）正会員の両親（実父母）及び子女の死亡   １０，０００円
２   以上のほか、理事長が必要と認めたときは、この限りではない。

第   ４   章 旅 費

（公務出張等）

第４条   本会議所の用務により、理事会より依頼または承認されて出張し
た場合、次のとおリ旅費を支給する。

（１）  調布市より日的地までの往復旅費相当額
（２）  宿泊料は、理事長が必要と認めた場合その実費
２   この事項に定めのないものについては、そのつど必要により理事長が
これを決定し、その後理事会に報告するものとする。

第   ５   章 事務局員

（業   務）
第５条 事務局員は、本会議所を円滑に運営するために、本会議所に関わ

る一般業務を行う。
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庶  務  規  程

（現金出納事務）

第６条   事務局員は、会計事務を原則として行わない。但し、日常の現全
出納について行うことができる。

（雇用ほか）

第７条   雇用条件その他必要事項については、理事会の承認を得る。

附   則
本規程は、総会の議決を経て改廃することができる。

本規程は、１９９０年１２月５日より施行する。

１９９１年１２月３日 一部改定

１９９５年９月２８日 一部改定
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